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宅地等開発事業に関する協定書
　長南町（以下「甲」という。）と、事業者　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下「乙」という。）とは、乙が下記の区域において行う開発事業（開発面積　　　　　　平方メートル）に伴う環境の破壊及び災害を未然に防ぐとともに、調和のとれた潤いのある住みよい町づくりに資するため、長南町宅地等開発指導要綱第５条第２項の規定に基づき、次のとおり協定を締結する。

１　乙は、長南町宅地等開発指導要綱並びに利害関係者の意見を遵守し、関係法令等の許可等を必要とするときは、それをあらかじめ了してから工事に着手するものとする。
２　乙は、工事中の防災措置をとること。又工事完了後にあっても当該開発事業に起因すると認められる災害等については、乙が責任をもって解決するものとする。
３　開発事業に起因した第三者との紛争は、乙が責任をもって解決するものとする。
４　この協定に定めのない事項、若しくは疑義が生じたときは、その都度甲乙協議のうえ決定するものとする。
　　　甲及び乙は、本書２通作成し、双方記名押印のうえ、各自１通を保有する。
　　　　開発区域の位置

　　　　長南町　　　　字　　　　　　　　　　　　　番地　外　　　筆

　　　　　　　　年　　月　　日

(甲)　長南町長　　　　　　　　印　　
(乙)　住　　所　　　　　　　　　　　
氏　　名　　　　　　　　印　　
